
自衛隊への本人の同意なき名簿提供は撤回を！
　福岡市は、市長の名によって１８・２２歳の本人の同意のない名簿を自衛官

募集のために、プリントアウトして毎年約３万人分を４年間提供し、これまで

約１２万人分の大量の個人情報を自衛隊に差し出しています。

「自衛隊への名簿提供は、改正個人情報保護法第６９条第１項の法令に

基づく場合（個人情報保護法は、２０２２年４月経済的利活用のために

改定）に該当するため、本人の同意は必要なく実施できるもの。情報提

供を望まない方への除外措置などについて、市政だよりやホームページ

などで周知を図っている。」から問題ない。

「自衛官等募集対象者情報の提供については、令和３年２月の国の通知

において住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台

帳法上、特段の問題を生ずるものではないとされており、法の趣旨に反

していないものと認識している。」

　自衛隊は、名簿をもとに宛名なしのポスティングをするとしていますが、

市は、実際にポスティングされたかどうかの確認をしません。対象者から

のこれまでの聞き取りでは、ポストに入っていた方はおらず、何のために若

者の名簿を集めているのかも疑問です。徴兵につながる懸念があります。

本来は、志願者を募ることが、
個人情報保護の観点であるべき姿です

福岡市の認識 配慮に欠ける重要な点を指摘しました！

　自衛隊法１２０条は、「必要な報告又は資料の提出を求め

ることができる」としていますが、地方公共団体は必ずし

も従う必要はなく、現に提供していない自治体はあります。

地方公共団体は、個人情報を保護し個人の権利利益を保護すべき立場

新年度予算審議でも質していきます！！

同意なき個人情報の差し出しに対し、強く撤回を求めました

国は提供しても良いとは言えないから、自治体の長に責任を負わせている状態

　市は「自衛隊法解釈文献書籍を有していないため確認できない」と答弁。

内容を確認しないまま市長は本人の同意なく大量の名簿を自衛隊に差し出している！！

名簿提供対象者に対して、国内外での
具体的な日米合同軍事訓練の実状等
を伝え、声を聴く機会を公式に設け
られてない。

閲覧の概念でしかない。
市長は自衛官等募集の事務に協力する
範囲を超えている。

自衛隊への名簿提供問題・個人情報保護
平和・人権

　今年７月に学校あんしんメールにワクチンの治験募集の

メールが配信された件は、保護者の個人情報を、教育機関を

通じて企業に取得させ、チェックできない広告配信の問題の

指摘もしました。便利さの裏には大きなデメリットが隠れて

いることもあります。

市は個人情報の取り扱いについて
丁寧に慎重にするべき

学校あんしんメール 一般質問９月 12月・

一般質問９月 12月・

　教育委員会は、「改めて各学校に対し、安心して活用できる

適切な民間サービスを紹介していく予定」と答弁。

→教育現場の在り方等を含めた検討を重ね、台風襲来時の

休校連絡など本来の主旨に沿ったメール配信がされるよう、

個人情報に関する取扱いは、市全体としてもっと質を上げ、

市民や子どもたちに胸を張れる市政運営を強く求めました。

教育委員会が責任を持って広告の入らない
メール配信の仕組みを構築すべき

　趣味の活動や健康づくりなどに関する講座や教室、法律・健康に関する相談などを目的として、

市内７園（各区１園）設置されている「老人福祉センター」の指定管理者の指定議案が提案されま

した。今回、指定管理者の指定に併せ、従来あった「入浴事業」を廃止する計画です。市は、入浴

事業については生活環境の変化や設備の老朽化などを理由に廃止するとのことですが、老人の健康

増進のためには重要な入浴施設であり、廃止しないよう強く求めました。

老人福祉センターの入浴事業が廃止？

老人福祉センター 12月 議案質疑
福 祉

令和５年第５回福岡市議会（定例会）９月
決算特別委員会

◆一般会計補正予算（３８億９千６百万円）
　・給付世帯の見込みの増加に伴う、電力・ガス・食料品価格高騰緊急支援給付金
◆福岡市子ども医療費助成条例の一部改正

　★子ども医療費助成事業の対象者範囲…「中学校３年生」から「高校生世代まで」拡大
●審議：決算議案２２件、補正予算案３件、条例案１１件、一般議案１８件。結果：全て可決又は同意

令和５年第６回福岡市議会（定例会）12月

◆一般会計補正予算（２３３億２百万円）
　・物価高騰緊急支援給付金　住民税非課税世帯７万円支給／世帯あたり
　・介護・障がい者施設等への光熱費・食費支援、保育所等への光熱費、中小企業等への光熱費等支援等
●審議：補正予算案１２件、条例案１２件、一般議案３４件。結果：全てが可決又は同意

「自衛隊法施行令第１２０条に基づく名簿提供は、法第６９条第１項の法令に基づく場合に該当。提供を

行うべきか否か、その具体的方法は、各地方公共団体が法令の趣旨に沿って適切に判断すること。」

国の個人情報保護委員会の考えは

※個人情報保護法第６９条は、利用及び提供の制限でもあり「法令に基づく場合に該当する」に当たる部分は、

自衛隊法施行令第１２０条のことを指し、その条は、自衛隊法の解釈文献とされる１９７４年発行の防衛法という

書籍に、「募集が円滑に行われているかどうかを判断する規定」であり、個人情報提供の根拠はない。

つまり

利用条件等を記した

「学校安心メール利用確認書」　

　ある … ４８校　

　ない … ６０校（口頭確認）

学校とメール配信会社との間では
利用条件の確認が必要だが…

　日にちや校長名が入ってない不備や利用開始時期に

より学校によって条件の差がある問題をずっと放置。

企業などがお金を出せば広告を出せるシステムだった…。

教育委員会の認識→無償利用はメリット

教育現場がそれでいいの？？？

お知らせしたい企画の後援依頼もお金を出せば何でも

するの？？？　そうじゃないでしょう…。

確認書があっても…

利用確認書
ある

４８校

利用確認書
ない

６０校

子ども

いのちとくらしを守る！ 市民に寄り添う市政に！

名簿がなければ自衛官等募集事務を遂行できない訳ではない！


